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 第 1 章 基本事項 

 

１ 業務継続計画とは 

 

 業務継続計画（ＢＣＰ＊1）とは、災害時に行政自らも被災した場合の対応を定める

計画である。 

人、物、インフラ等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべ

き業務（非常時優先業務＊2）を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続

に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等による大規模災害発生時においても、

適切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 

＊1 ＢＣＰ＝Business  Continuity  Plan の略 

 

  

＊2 非常時優先業務とは 

  大規模災害の発生時においても優先して実施すべき業務が、非常時優先業務で 

 ある。具体的には、災害応急業務や早期実施の優先度が高い災害復旧・復興業務 

 のほか、業務継続の優先度が高い通常業務が対象となる。 

  災害発生後しばらくの期間は、業務の実施に必要な資源を非常時優先業務に割 

 り当てるために、非常時優先業務以外の通常業務は積極的に休止するか、又は非 

常時優先業務の実施の支障とならない範囲で業務を継続する。 

  非常時優先業務の選定及び各部署における業務一覧は、第４章に記載する。 

 

 

図１ 非常時優先業務のイメージ 
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２ 業務継続計画策定の効果  

 

災害発生時には、災害対応に係る業務が次々と発生し、業務量が極めて膨大なものと

なる。一方、職員の参集や業務に必要な物資、資源に不足が生じ、業務の処理能力が低

下するおそれもある。（図２） 

 

 

図２ 発災時に市町村が実施する業務の推移 

（出典:「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」平成２８年２月内閣府（防災担当）） 

 

＊ 時間の経過とともに応急業務は縮小していくが、図２に記載されている以外の復

旧・復興業務が徐々に増加していく。 

 

 このような場合において、業務継続計画をあらかじめ策定することにより、非常時優

先業務を適切かつ迅速に実施することが可能となる。 

 具体的には、非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、非常時優先業務の

執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全にな

ることを避け、速やかに多くの業務を実施できるようになる。 

 また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など安全・衛生面の配慮の向上も

期待できる。 
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３ 業務継続計画の全体構成 

 

 業務継続計画の全体構成は、以下のとおりとする。 

章 内    容 

第１章 基本事項 

 

業務継続計画の説明や策定の目的、地域防災計画との関

係、発動と解除等について記載 

第２章 被害想定 

 

想定する災害を選定し、業務継続計画の前提となる被害

状況を記載 

第３章 業務継続体制 

 

業務の実施体制、各種資源（人、物、インフラ等）の整

理と対策について記載 

第４章 非常時優先業務 

 

災害発生時に優先的に実施する業務（災害対応業務及び

優先性の高い通常業務）の選定結果を記載 

第５章 業務継続計画の 

継続的な改善 

業務継続計画の見直しに向けたＰＤＣＡサイクルによ

る取り組み方針を記載 
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４ 清水町地域防災計画と業務継続計画の関係 

 

 清水町地域防災計画は清水町防災会議が作成する計画であり、住民の生命、身体及び

財産を災害等から保護するため、町及び関係機関が万全を期すことを目的とする。 

 一方、業務継続計画は、清水町が独自に作成する計画であり、地域防災計画に定めら

れた災害対応業務を適切に遂行することを目的とする。 

 相違点は以下のとおりである。 

 

計画の名称 地 域 防 災 計 画 業 務 継 続 計 画 

作成主体 清水町防災会議 清 水 町 

計画の趣旨 災害対策基本法に基づき、災害

発生時または事前に実施すべ

き災害対策に係る実施事項や

役割分担等を規定するための

計画である。 

災害発生時に必要資源に制約

がある状況下であっても、非常

時優先業務を目標とする時

間・時期までに実施できるよう

にする（実効性の確保）ための

計画である。 

行政の被災 想定されていない。 庁舎、職員、情報システム、通

信等の必要資源の被災を想定

する。 

対象業務 災害対策に係る業務（災害予

防、災害応急対策、災害復旧・

復興業務）を対象とする。 

災害応急業務、災害復旧・復興

業務だけでなく、優先度の高い

通常業務も対象とする。 

業務開始目標時間 定めていない。 非常時優先業務ごとに業務開

始目標時間を定める。 

業務に従事する職員

の水・食料等の確保

想定されていない。 業務に従事する職員の水・食

料、トイレ等の確保について想

定する。 
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５ 業務継続計画の発動・解除 

 

  本計画は大規模災害の発生により、清水町災害対策本部が設置されるとともに、 庁

舎機能等に甚大な被害が生じた場合、もしくは町災害対策本部長（町長）または代理者

が必要と認めた場合は発動する。 

発動が決定された場合、総務課が直ちにその旨を災害対策本部の各部に通知するほか、

報道機関に対しても通知する。 

 通知を受けた各部においては、必要に応じ各関係機関へ通知するものとする。 

 また、計画を発動後、通常業務の再開状況などについては、必要に応じて報道機関へ

情報提供するなど、住民への周知を図るものとする。 
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 第２章 被害想定 

 

１ 地震想定 

 本計画で想定する地震は、北海道が平成２３年６月に設定した３１地震１９３断層モ

デルから、十勝・釧路・根室地方の被害想定の対象となる６地震９断層モデルが想定さ

れている。 

このうち本町で最も大きな被害をもたらす可能性のある地震は、「十勝平野断層帯主

部（モデル３０＿３）」の地震で最大震度は５．５（震度６弱）と想定されている。 

 

２ 地震時建物被害の状況 

 本町で最も大きな被害をもたらす可能性のある、「十勝平野断層帯主部（モデル３０

＿３）」の地震では、人的被害としては死者及び重傷者１人未満、軽傷者２人を、建築

物被害としては全壊１棟未満、半壊３１棟を、それぞれ予測している。 

 また、「十勝平野断層帯主部（モデル４５＿５）」の地震及び「十勝沖」の地震におい

ても、被害が大きい予測となっている。 

表１ 清水町の想定地震と被害予測 

想 定 地 震 

最

大 

震

度 

人 的 被 害 建 物 被 害 

採用値 
総数 

死者

数 

重傷

者数

軽傷

者数

総棟

数 

全壊

棟数

半壊 

棟数 

十勝平野断層帯主部

（モデル 45＿2） 
5.6 0 1 未満 １未満 １未満 13 １未満 13 

冬の早朝、

冬の夕方 

十勝平野断層帯主部

（モデル 45＿5） 
5.6 1 1 未満 １未満 １ 20 １未満 20 冬の早朝 

十勝平野断層帯主部

（モデル３０＿３） 
5.5 2 1 未満 １未満 ２ 31 １未満 31 冬の早朝 

石狩低地東縁断層帯主

部（北）（深さ７km） 
5.0 0 1 未満 １未満 １未満 ０ １未満 １未満 夏の昼間 

十勝沖の地震 5.5 2 1 未満 １未満 ２ 26 １未満 13 冬の早朝、

三陸沖北部の地震 5.0 0 0 0 0 0 １未満 1 未満 全パターン

（北海道防災会議地震火山対策部会地震専門委員会 平成 27 年度地震被害想定調査結果報告書より） 

 

３ 地震時庁舎等の被害想定 

 本庁舎は新耐震設計基準に適合しており、被害の程度は限定的と考えられる。しかし、

壁や柱、ガラスの破片や亀裂の発生、天井板や照明器具等の非構造部材が落下するなど、

破片等が床や廊下に散乱することが予測される。 
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４ 水害想定 

 本町においては、台風や低気圧による大雨などにより、過去に洪水被害を経験してき

たが、災害の都度、国や道を始めとし、河川改修などの整備を進めてきた結果、水害発

生の頻度が減少するなど、洪水対策の改善が図られてきたところである。 

 しかしながら、近年、地球の温暖化により、国内においてもゲリラ豪雨の多発など異

常気象が増加傾向にある。 

 平成２８年８月の一連の台風上陸や通過の際には、記録的な豪雨となりペケレベツ川

や小林川など多くの中小河川が氾濫し、昭和５６年以来、３５年振りに避難勧告等を発

令し避難所を開設した。 

 なお、被害想定では、河川氾濫等による影響が甚大となる十勝川及びペケレベツ川に

ついて、国及び道が公表している新たな洪水浸水想定区域図に基づくものとする。 

 

◇新たな洪水浸水想定とは… 

 平成２７年５月の水防法改正を受け、想定最大規模の降雨（1,000 年に一度）を対象

とした洪水浸水区域図を公表 

 ・十勝川    平成２８年７月２９日指定 

 ・ペケレベツ川 平成２９年７月２８日指定 

 

◇設定条件… 

十勝川流域 72 時間総雨量 279mm により十勝川が氾濫した場合 

避難勧告等の発令対象を、十勝川沿線住民約 50 世帯 160 人とする。 

 

ペケレベツ川流域 24 時間総雨量 493mm によりペケレベツ川が氾濫した場合 

避難勧告等の発令対象を、ペケレベツ川沿線住民約 1,900 世帯 3,600 人とする。 

 

５ 水害時庁舎等の被害想定 

 道の最大浸水想定では、ペケレベツ川が氾濫した場合には本庁舎が浸水する予想であ

り、浸水深は５０cm 未満、浸水継続時間は１２時間未満となっている。  

 庁舎の浸水対策は、庁舎出入口３か所において、土のう設置などにより浸水防止を図

るものである。 

 ＜庁舎出入口～正面玄関、職員玄関、役場地下への外部階段＞ 
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第３章 業務継続体制 

 

１ 町長の職務代理 

 災害対策本部の設置をはじめ、災害応急対策に係る町長の職務に関して、町長が事故

や不在等の場合には、以下の順に権限を委譲する。 

第１次 第２次 第３次 

副 町 長 総務課長 企画課長 

 

２ 職員の参集想定 

 職員は、勤務時間外又は休日等において、清水町地域防災計画に定める参集基準に該

当する大規模災害が発生した時は、直ちに勤務場所に参集する。 

 ただし、自身及び家族の疾病等により、治療及び看護が必要な場合は除く。その後、

参集可能な状況になった場合は、速やかに参集する。 

 

図表 警戒・非常配備体制の基準 

種別 判 断 基 準 配 備 内 容 

警
戒
配
備
体
制

気象業務法に基づく気象情報又は警報を

受け、警戒する必要が生じたとき。 

総務課が情報収集にあたり、必要に応じて各

課長と連携し、情報収集及び連絡活動等が円

滑に行い得る体制をとる。 

 

第
１
非
常
配
備
体
制

（1） 小規模な災害の発生が予想される

場合又は災害が発生したとき 。 

（2） 震度 4の地震が発生したとき。 

総務課、各課長及び各課所属の少数の職員

を召集し、情報収集及び連絡活動等を行い、

必要に応じて応急措置を実施する。また、

第 2 配備体制に移行し得る体制をとるもの

とする。 

 

第
２
非
常
配
備
体
制

（1） 局地的な災害の発生が予想される

場合又は災害が発生したとき。 

（2） 震度 5弱の地震が発生したとき。 

（3） 必要により本部長が当該非常配備

を指令したとき。 

関係各部の所要人員で、情報収集、連絡活

動及び応急措置を実施し、状況により第 3

配備体制に直ちに切り替え得る体制をとる

ものとする。 

 

第
３
非
常
配
備
体
制 

（1） 広域にわたる災害の発生が予想され

る場合又は被害が特に甚大であると予

想される場合において本部長が当該非

常配備を指令したとき。 

（2） 震度 5 強以上の地震が発生したと

き。 

（3） 予想されない重大な災害が発生し

たとき。 

災害対策本部の全員をもってあたるもので

状況によりそれぞれの災害応急活動ができ

る体制とする。 
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３ 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎等 

 

（１）庁舎 

災害時の防災拠点となる役場庁舎は耐震基準を満たしており、倒壊の可能性は低いと

考えられる。ただし、壁の崩壊、ガラス・物品等の散乱、天井板・照明器具等の落下な

どにより、安全性が著しく損なわれるとともに業務遂行の大きな妨げとなることが予測

される。 

 

（２）代替施設 

役場庁舎が使用不可となった場合の代替施設を以下のとおり設定する。 

名  称 住  所 耐震性 備  考 

とかち広域消防局 

清水消防署 

清水町南 6条 4丁目 1番地 2 有 浸水想定区域内である。

浸水深は 50cm 未満、

浸水継続時間は 12 時

間未満 

 

（３）電力 

通信設備や情報システムなど、災害時優先業務の遂行のためには電力は必要不可欠で

あり、停電時には大きな混乱が想定される。 

役場庁舎で保有している非常用電源設備は以下のとおり。一時的に電力を確保できる

が、電力の供給範囲は限定的となる。また、災害発生時には、燃料の供給及び電気設備

の応急対策活動に関する協定を締結している業者に対し協力を要請する。 

発電機 燃料タンク 稼働時間 使用可能電気機器 

ディーゼル式非常

用発電設備 

（自動起動方式、 

１基 80KVA） 

 

地下タンク

Ａ重油 

8,000ℓ 

最低確保量

2,000ℓ 

燃料消費量 

20ℓ／h で 

４日間以上

稼動可能 

 

電話交換機、システムサーバー、

防災行政無線、加圧給水ポンプ、

地下湧水ポンプ、照明（地下～2

階 1/2）コンセント設備（地下～

2階一部） 

 

（４）暖房 

 庁舎の暖房・空調設備を非常用発電機の電力で確保することはできないため、厳寒

期はポータブル石油ストーブにより対応を図る。 

非常暖房用として灯油を、ポリタンクにより 200ℓ未満を確保するとともに、長期化

する場合は、燃料の供給に関する協定を締結している業者に対し協力を要請する。 
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（５）通信（電話、インターネット等） 

関係機関との通信については、固定電話、携帯電話、防災行政無線、北海道防災情報

システムやフェイスブック・ツイッターなどＳＮＳを状況に応じ活用する。 

災害発生時には、電話回線に輻輳が発生し、電話がつながりにくい状況になることが

想定される。輻輳の影響を受けない災害時優先電話（災害時の発信が優先的に取扱われ

る通話）が庁舎内に１回線、出先機関及び公共施設に３１回線ある。 

 

災害優先電話の契約電話番号は、以下のとおりである。 

施 設 名 電 話 番 号 施  設  名 電 話 番 号 

清水町役場総務課 ６２－７３３５ 清水町図書館 ６２－３０３０ 

清水町役場御影支所 ６３－２１１２ 清水町老人福祉センター ６２－２５８２ 

清水消防署 ６２－３９４９ 神居福祉館 ６２－２７９９ 

清水町車両センター ６２－３０３４ 上清水福祉館 ６２－４０９６ 

清水下水道終末処理場 ６２－４５５５ 北清水福祉館 ６２－４７６９ 

清水町学校給食センター ６２－２６１６ 人舞福祉館 ６２－５２８１ 

清水小学校 ６２－２０８２ 松沢福祉館 ６２－５６７５ 

清水中学校 ６２－２６１７ 羽帯福祉館 ６３－３２００ 

御影小学校 ６３－２５６０ 旭山福祉館 ６３－２１４０ 

御影中学校 ６３－２５６２ 北熊牛福祉館 ６２－５３３１ 

清水幼稚園 ６２－５０８７ 下人舞福祉館 ６２－５５０９ 

清水町第１保育所 ６２－２５８１ 美蔓福祉館 ６２－５５５６ 

清水町第２保育所 ６２－３３２１ 下佐幌福祉館 ６２－５４６２ 

清水町御影保育所 ６３－２０２６ 熊牛福祉館 ６２－５７６５ 

清水学童クラブ（清水小内） ６２－２１９７ 少年自然の家 ６３－２１３９ 

御影学童クラブ ６３－３７３７ 剣の郷創造館 ６３－２５６８ 

 

 防災行政無線の状況は、以下のとおりである。 

設  備 設置場所 種  別 局  数 

同 報 系 役場庁舎 
親  局      １ 

拡声子局 清水７、御影４ 

移 動 系 役場庁舎 
基 地 局      １ 

車 載 機 ２９ 
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（６）情報システム 

情報システムは、災害発生時においても災害対応に係るデーター管理や情報収集、情

報共有等、災害対応業務の遂行において必要不可決であるが、様々な要因により障害が

発生することが予想される。 

① 各情報システムの被害状況を確認し、システム保守管理業者に復旧を依頼するとと

もに、今後の業務継続についてシステムの復旧あるいは代替手段のいずれかが適当か

判断する。 

② 各部署は、情報システムが使用不能となった場合に備え、業務端末等を使用せずに

手書きなどで事務処理を行うための準備や、非常時優先業務に必要となるデーターの

紙媒体での保管について検討する。 

③ さらなる業務継続性の確保を図るため、クラウドサービスの導入など情報システム

分野に特化した業務継続計画の策定について検討する。 

④ 情報システム機器の固定やラック・棚への収納など、転倒及び損壊等の未然防止に

努める。 

 

（７）水・食糧等 

町で備蓄している飲料水や食糧は町民へ提供するものであり、職員用の備蓄は想定し

ていないため、各個人に委ねているのが現状である。災害発生時には、職員は数日間帰

宅せずに災害時優先業務に従事することが予想されるため、その間の飲料水及び食糧を

確保しておく必要がある。 

災害発生時には、飲料の無料提供に関する協定を締結している業者に対し協力を要請

する。また、職員用として、最低１日分の食糧を確保する。 
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第４章 非常時優先業務 

 

１ 非常時優先業務の考え方 

 

 災害発生時には、人命救助等の緊急性を有する応急業務が急激に増加する一方、職員

や業務に必要な物資、資源に不足が生じ、業務の処理能力が低下するおそれがある。 

そのような状況下で業務継続を図るためには、発災後のいつ頃の時期までにどの業務を

開始・再開する必要があるかを検討し、優先的に実施すべき業務を時系列で絞り込むこ

とが必要となる。本計画では、優先して実施すべき業務を非常時優先業務として整理す

る。 

 非常時優先業務は、以下に示すように災害対応業務と優先的通常業務に分類される。 

 

① 災害対応業務 

  災害発生時に、応急及び復旧・復興のために実施する業務。 

 

② 優先的通常業務 

  日常的に実施している通常業務のうち、発災後であっても一定期間内に優先的に実

施・再開すべき業務。 

 

 通常業務のうち、２週間以内に着手しなくても町民の生命・生活・財産、都市機能維

持に直ちに影響を及ぼさない業務は本計画において検討対象外とする。 

 

◇業務開始目標時間別の業務の選定基準表 

時 間 区 分 非常時優先業務選定の考え方 

発災後～３時間 ・職員及び家族の安全確認 

・初動体制の確立 

・被災状況の把握 

・救助・救急の開始 

・避難所の開設 

発災後３時間～１日 ・応急活動（救助・救出以外）の開始 

・避難生活支援の開始 

発災後１日～３日 ・被災者への支援の開始 

・行政機能の回復に向けた取り組み 

発災後３日～２週間 ・復旧・復興に係る業務の本格化 

・窓口行政機能の回復 
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２ 非常時優先業務一覧 

 

（１）災害対応業務 

 ①総務対策部 

 部  長：総務課長 

 副 部 長：総務課参事（防災）、企画課長、議会事務局長、総務課参事（消防） 

 庶務班長：課長補佐（総務）     班  員：総務課、議会事務局 

 管財班長：課長補佐（契約財産）  班   員：総務課 

 情報班長：課長補佐（企画）    班    員：総務課、企画課 

  財務班長：課長補佐（財政）    班    員：総務課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

庶務班 １ 本部の庶務に関すること 

 気象情報の把握、災害の兆候 ○    

災害情報連絡会議の設置 ○    

警戒配備による情報収集 ○    

非常配備体制・本部設置の検討 ○    

登庁職員数の確認 ○    

２ 防災会議及び対策部長会議に関すること 

 対策部長会議の開催 ○    

３ 災害対策本部の設置及び廃止に関すること 

 災害対策本部の設置 ○    

職員・住民への周知(登録制メール) ○    

防災関係機関、報道機関への通知 ○    

４ 気象の予報、情報の受理及び通知に関すること 

 台風予報、気象注意報・警報の受理 ○    

住民への周知（登録制メール） ○    

５ 避難の勧告又は指示の発令に関すること 

 避難準備・高齢者等避難開始発令・

周知（Lアラート・登録制メール）

○    

避難勧告発令・周知 ○    

避難指示（緊急）発令・周知 ○    

６ 各部（班）の連絡調整に関すること 

 各部（班）の連絡調整 ○    
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

庶務班 ７ 関係機関、団体に対する協力並びに応援要請に関すること 

 清水町建設業協会への要請  ○   

物資供給に関する要請（食料・燃料）  ○   

８ 災害ボランティアセンターの設置に関すること 

 災害ボランティアセンター設置の

判断 

 ○   

清水町社会福祉協議会との協議  ○   

９ 災害救助法の適用に関すること 

 災害救助法の適用手続き業務 ○    

10 自衛隊の派遣要請の出動要請に関すること 

 自衛隊派遣要請の判断 ○    

11 国、道に対する要請及び報告に関すること 

 所管道路及び河川の警戒要請 ○    

被害状況・安否情報の道への報告 ○    

12 他市町村との相互応援に関すること 

 日本水道協会北海道支部道東地区

協議会への要請判断 

 ○   

全国清水町等への要請判断   ○  

宮城県大郷町への要請判断   ○  

自衛隊・関係機関職員の受入れ対応 ○    

13 公務災害補償に関すること 

 公務災害補償業務    ○ 

14 その他各部に属さないこと 

 その他各部に属さない業務    ○ 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

管財班 １ 町有財産の被害調査及び応急対策について 

 庁舎の建物・設備などの被害調査 ○    

他の公共施設の建物・設備などの被

害調査取りまとめ 

 ○   

庁内ライフライン応急措置の実施  ○   
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

管財班 ２ 職員等の災害出動用被服等の調達及び配布に関すること 

 災害出動用被服等の調達及び配布  ○   

３ 本部職員の食料等の調達供給に関すること 

 本部職員の食料等の調達供給  ○   

４ 災害対策本部に必要な資機材の配備及び施設の整備に関すること 

 備蓄食料等必要数量の把握・調達  ○   

資機材の配備及び施設の整備  ○   

５ 車の借上げ及び災害時における救出、輸送に要する車両の配車に関すること 

 車の借上げ、輸送に要する車両の配

車 

○    

６ 災害応急資機材、物資の調達に関すること 

 災害応急資機材、物資の調達  ○   

７ その他特命事項に関すること 

 職員（家族）の安否確認と職員の配

置、動員 

○    

状況に応じた職員の人員調整、他部

班の応援対応 

○    

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

情報班 １ 気象警報、避難命令、避難場所の周知、災害情報の広報に関すること 

 災害対策本部設置の広報(防災行政

無線) 

○    

避難準備・高齢者等避難開始発令・

広報（防災行政無線） 

○    

避難所避難者への災害情報の広報 ○    

２ 各地区との連絡情報に関すること 

 水害時、住民組織の状況把握 ○    

３ 安否情報に関すること 

 安否情報の収集 ○    
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

情報班 ４ 本部として行う広報活動及び報道機関との連絡調整に関すること 

 報道機関の対応 ○    

災害情報・生活情報等の住民への広

報（交通規制・ライフライン情報）

○    

臨時広報誌等の発行準備   ○  

５ 災害の記録に関すること 

 災害写真・資料の記録整理 ○    

６ 通信連絡機能の確保に関すること 

 通信、情報機器の被害状況の把握 ○    

非常通信機器・手段の確保 ○    

７ 関係団体、住民組織等の出動要請に関すること 

 救援・救護活動への出動要請 ○    

炊き出し用資機材の点検 ○    

調達物資の受領、配布支援要請  ○   

食料の調達・非常食の提供支援要請  ○   

応急給水活動の支援要請  ○   

８ 住民組織等との連絡調整に関すること 

 避難誘導の協力要請 ○    

住民組織との連絡調整（地域状況の

把握） 

○    

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

財務班 １ 災害対策に必要な財政措置に関すること 

 金融機関等の被害調査  ○   

災害対策本部の一般経理業務  ○   

２ その他特命事項に関すること 

 部内他班の応援要請に応じた業務  ○   
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 ②民生対策部 

 部  長：保健福祉課長 

 副 部 長：子育て支援課長、町民生活課長 

 民生班長：課長補佐（福祉）     班  員：保健福祉課 

      課長補佐（戸籍住民）      町民生活課 

      課長補佐（園長）        子育て支援課 

 援護班長：課長補佐（在宅支援）  班   員：保健福祉課長 

 衛生班長：課長補佐（生活環境）  班    員：町民生活課 

  医療班長：健康推進係長      班    員：保健福祉課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

民生班 １ 被災者・入所児童・園児の避難所等への誘導に関すること 

 避難所施設の建物被害状況を確認 ○    

応急復旧必要箇所の調査 ○    

被災者・入所児童・園児の避難所等

への誘導 

○    

２ 入所児童・園児・保護者との連絡調整に関すること 

 入所児童・園児の安否確認 ○    

入所児童・園児の帰宅等の措置 ○    

３ 保育所・幼稚園の被害調査及び復旧対策に関すること 

 保育所・幼稚園の被害状況を確認 ○    

応急復旧必要箇所の調査 ○    

通所（園）措置等の安全確認  ○   

４ 避難所等の記録（避難者名簿等）及び報告に関すること 

 避難所避難者名簿の作成、管理  ○   

５ 避難所等の開設、管理運営の総括に関すること 

 避難所の開設、本部への報告 ○    

避難所の管理運営 ○    

避難所運営体制の検討   ○  

６ 災害に係る相談、苦情等に関すること 

 被災者の相談窓口の設置 ○    

安否問合せ窓口対応 ○    

７ 災害時の防犯、交通安全に関すること 

 防犯・交通安全活動の実施 ○    

８ 被災者の生活保護に関すること 

 生活保護等相談窓口の設置   ○  
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

民生班 ９ 義援金品の受付け及び配分に関すること 

 義援金品の受付け   ○  

義援金品の配分方針等の決定    ○ 

10 被災者の国民年金保険料の免除に関すること 

 国民年金保険料の免除相談    ○ 

11 民生対策部内の連絡調整に関すること 

 部内の連絡調整 ○    

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

援護班 １ 災害救助法に基づく救助の実施に関すること 

 災害救助法に基づく救助の実施 ○    

２ 避難行動要支援者等の避難誘導に関すること 

 避難行動要支援者等の避難誘導 ○    

３ 福祉施設利用者の避難誘導に関すること 

 福祉施設利用者の避難誘導 ○    

４ 福祉施設の被害調査及び復旧対策に関すること 

 福祉施設の被害調査及び復旧対策 ○    

５ 被災者に対する炊き出し及び食料品等の給与に関すること 

 炊き出し及び食料品等の給与 ○    

６ 救護施設の設置計画及び実施に関すること 

 救護施設の設置計画及び実施 ○    

７ 救援物資の調達若しくは受付、配布及び生活必需品の供与、貸与に関するこ

 と 

 救援物資の調達若しくは受付   ○  

救援物資の配布及び生活必需品の

供与、貸与 

  ○  

８ 被災者の生活援護及び生活必需品の供与、貸与に関すること 

 生活援護及び生活必需品の供与、貸

与 

  ○  

９ 日赤医療機関との連絡調整に関すること 

 日赤医療機関との連絡調整 ○    
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

衛生班 １ 避難所における仮設トイレの設置に関すること 

 仮設トイレ等必要な資機材の調達  ○   

２ 被災地の防疫の実施に関すること 

 防疫の実施  ○   

３ 行方不明者の捜索及び遺体の処理、埋葬に関すること 

 行方不明者の捜索  ○   

遺体の処理、埋葬   ○  

４ 塵芥の収集、し尿の汲み取りの処理に関すること 

 ゴミ処理、し尿処理施設の能力確認  ○   

処理業者との連絡調整  ○   

必要な資機材の調達   ○  

避難所のゴミ収集   ○  

一般ゴミの収集、し尿の汲み取りの

処理 

  ○  

５ 死亡者の収容及び安置に関すること 

 死亡者の収容及び安置  ○   

６ その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

医療班 １ 災害時の医療・助産に関すること 

 医療・助産に関すること ○    

２ 傷病者の受入れ、手当その他医療全般に関すること 

 傷病者の受入れ、手当その他医療全

般 

○    

３ 救助班、移動医療班の設置に関すること 

 救助班、移動医療班の設置 ○    

４ 医療施設の災害対策に関すること 

 医療施設の災害対策業務 ○    

５ 医療施設の被害調査に関すること 

 医療施設の被害調査 ○    

６ 通院患者の避難誘導に関すること 

 通院患者の避難誘導 ○    
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③産業対策部 

 部  長：農林課長 

 副 部 長：農業委員会事務局長、農林課参事、商工観光課長 

 農務班長：課長補佐（農政・畜産）班  員：農林課、町営育成牧場、 

農業委員会事務局 

林務班長：林務係長        班   員：農林課 

 商工観光班長：課長補佐（商工）  班    員：商工観光課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

農務班 １ 農畜産関係の被害調査及び報告に関すること 

 農地・農業用施設の被害調査報告 ○    

２ 農産物及び家畜の防疫に関すること 

 農産物及び家畜の防疫方針の確立   ○  

３ 農畜産関係の応急復旧に関すること 

 農畜産関係の応急復旧  ○   

４ 死亡獣畜処理に関すること 

 死亡獣畜処理方法の検討   ○  

５ 主要食料の調達に関すること 

 道への食料調達依頼業務  ○   

６ 労務相談、供給に関すること 

 災害応急対策労務者の求人申込み    ○ 

７ 関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整 ○    

８ 被災相談（産業関係）に関すること 

 被災相談業務    ○ 

９ その他特命事項に関すること。 

 その他特命事項  ○   

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

林務班 １ 林業関係の被害調査及び報告に関すること 

 林業関係の被害調査及び報告   ○  

２ 林業関係の被害対策及び復旧に関すること 

 林業関係の被害対策及び復旧方針   ○  
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

林務班 ３ 林業関係の応急復旧に関すること 

 林業関係の応急復旧   ○  

４ 山火事の消火に関すること 

 山火事消化対策 ○    

５ 労務相談、供給に関すること 

 災害応急対策労務者の求人申込み    ○ 

６ 関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整   ○  

７ 被災相談（林務関係）に関すること 

 被災相談業務    ○ 

８ その他特命事項に関すること。 

 その他特命事項  ○   

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

商工観光班 １ 商工観光関係の被害調査及び報告に関すること 

 商工観光関係の被害調査及び報告   ○  

２ 商工観光関係の被害対策及び復旧に関すること 

 商工観光関係の被害対策及び復旧

方針 

  ○  

３ 商工観光関係の応急復旧に関すること 

 商工観光関係の応急復旧   ○  

４ 労務相談、供給に関すること 

 災害応急対策労務者の求人申込み    ○ 

５ 関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整  ○   

６ 被害相談（商工観光関係）に関すること 

 被災相談業務    ○ 
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④土木対策部 

 部  長：建設課長 

 副 部 長：建設課参事、水道課長 

 土木班長：土木管理係長     班  員：建設課 

建築班長：課長補佐（建築）    班   員：建設課 

 上下水道班長：課長補佐（水道）  班    員：水道課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

土木班 １ 公共土木施設の災害対策及び被害調査に関すること 

 危険箇所のパトロール ○    

道路、河川等の立入禁止措置、通行

規制 

○    

道路、橋りょう及び河川の被害状況

の調査 

 ○   

２ 災害地の復旧に関すること 

 災害地の復旧方針確立   ○  

３ 災害時の輸送に関すること 

 緊急輸送道路の確保  ○   

４ 災害時における障害物の除去に関すること 

 障害物の除去 ○    

瓦礫置き場の確保及び管理  ○   

５ 派遣自衛隊の誘導、撤収及び連絡調整に関すること 

 自衛隊の誘導  ○   

６ 関係機関との連絡調整に関すること 

 建設業協会等との連絡調整 ○    

７ 土木対策部内の連絡調整に関すること 

 土木対策部内の連絡調整 ○    

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

建築班 １ 建築物の災害対策及び被害調査に関すること 

 危険箇所のパトロール ○    

町有施設の応急措置  ○   

危険建物・地区への立入禁止措置 ○    

 



23 
 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

建築班 ２ 応急仮設住宅の設置に関すること 

 応急仮設住宅の建設及び管理    ○ 

応急仮設住宅の入居手続き    ○ 

３ 災害時における住宅の応急修理に関すること 

 住宅の応急修理相談  ○   

４ 被害住宅復興資金に関すること 

 災害復興住宅資金の融資相談    ○ 

５ 関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整 ○    

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

上下水道班 １ 災害時の飲料用水の確保及び給水に関すること 

 飲料水及び生活用水の確保・供給  ○   

断水等の広報  ○   

他機関への給水応援要請   ○  

２ 上下水道施設の被害調査及び応急措置に関すること 

 上下水道施設の被害調査及び応急

措置 

○    

３ 被災上下水道施設の復旧に関すること 

 上下水道施設の応急復旧措置 ○    

４ 関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整  ○   
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⑤文教対策部 

 部  長：学校教育課長 

 副 部 長：社会教育課長 

 学校教育班長：課長補佐（学校教育） 班  員：学校教育課、給食センター 

社会教育班長：課長補佐（社会教育）  班   員：社会教育課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

学校教育班 １ 教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること 

 教育施設の被害調査及び応急復旧 ○    

危険箇所のパトロール ○    

危険建物・地区への立入禁止措置  ○   

２ 学用品等の配給に関すること 

 教材及び学用品の供与    ○ 

３ 災害時の学校給食に関すること 

 学校給食施設の被害調査 ○    

学校・納入業者との連絡調整  ○   

４ 児童・生徒の応急教育に関すること 

 応急教育の実施    ○ 

５ 児童・生徒の避難実施に関すること 

 就学時間帯における避難及び安全

確保 

○    

６ 児童・生徒・保護者との連絡調整に関すること 

 児童・生徒・保護者との連絡調整 ○    

７ 施設の応急利用に関すること 

 避難所利用可能スペースの確認 ○    

８ 被災児童・生徒の安全確保、応急救護及び被災状況の調査に関すること 

 被災児童・生徒の安全確保、応急救

護及び被災状況の調査 

 ○   

９ 教職員の動員に関すること 

 教職員の安否・動向確認  ○   

10 その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

社会教育班 １ 社会教育、体育施設の被害調査及び応急復旧に関すること 

 教育施設等の被害調査及び応急復

旧 

○    

危険箇所のパトロール ○    

危険建物・地区への立入禁止措置  ○   

２ 各種団体との連絡調整に関すること 

 社会教育団体との連絡調整  ○   

３ 文化財の保護及び応急対策に関すること 

 文化財の保護及び応急対策    ○ 

４ 施設の応急利用に関すること 

 避難所利用可能スペースの確認 ○    

５ その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   

 

⑥税務対策部 

 部  長：税務課長 

 税務班長：課長補佐（町民税） 班  員：税務課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

税務班 １ 被災者名簿の作成に関すること 

 被災者名簿の作成  ○   

２ り災証明に関すること 

 り災証明の申請受付準備等   ○  

３ 被災者の町税の減免等の措置に関すること 

 町税の減免申請受付準備等  ○   

４ 被災者の国保税の減免に関すること 

 国保税の減免申請受付準備等  ○   

５ 被災家屋及びその他資産の調査（被害調査）に関すること 

 被災家屋及びその他資産の被害調

査 

  ○  

６ その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   
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⑦出納対策部 

 部  長：出納課長 

 税務班長：出納係長    班  員：出納課 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

会計班 １ 義援金品の受付保管に関すること 

 義援金品の受付・保管   ○  

２ 災害対策に要する経費、その他金品の出納に関すること 

 災害関連経費等の出納   ○  

３ その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   

 

⑧支所対策部 

 部  長：御影支所長 

 税務班長：支所総務係長    班  員：御影支所 

 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

支所班 １ 災害情報の収集及び報告に関すること 

 災害情報の収集及び報告 ○    

２ 本部各班関連対策業務の連絡に関すること 

 本部各班関連対策業務の連絡  ○   

３ その他特命事項に関すること 

 その他特命事項  ○   
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（２）優先的通常業務 

 

①総務課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

総務係 １ 庁舎取締及び庁舎の管理に関すること 

 庁舎各設備の維持管理 ○    

２ 防災に関すること 

 防災業務 ○    

３ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること 

 給与、勤務時間等に関する事務   ○  

行政管理係 ４ 電子計算機器（基幹系・情報系）に関すること 

 電算機器類の維持管理 ○    

財政係 ５ 補正予算の編成及び予算の管理に関すること 

 予算の編成及び支出命令業務   ○  

契約財産係 ６ 町有財産（他課の所管に属するものを除く。）の管理に関すること。 

 町有財産の管理    ○ 

７ 入札及び契約に関すること。 

 入札・契約事務    ○ 

８ 庁用車両（他課の所管に属するものを除く。）の管理に関すること。 

 庁用車両の管理 ○    

９ 町有財産の取得、処分及び登記に関すること。 

 災害復旧に係る町有地の選定管理    ○ 

②企画課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

統計企画係 １ 生活交通確保対策に関すること 

 コミュニティバス等の運行管理   ○  

２ ふるさと納税に関すること 

 ふるさと納税の受付事務   ○  

広報広聴係 ３ 防災行政無線の放送に関すること 

 防災行政無線の放送 ○    

４ 広報活動に関すること 

 ホームページ等による情報発信 ○    

５ 広報しみずの発行に関すること 

 広報しみず等の発行   ○  



28 
 

③税務課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

町民税係 １ 町民税、軽自動車税、国民健康保険税の賦課徴収及び減免に関すること 

 住民税、軽自動車税の賦課事務    ○ 

国民健康保険税の賦課徴収事務    ○ 

各種証明書等の発行   ○  

資産税係 ２ 固定資産税の賦課徴収及び減免に関すること 

 固定資産税の賦課事務    ○ 

各種証明書等の発行   ○  

納税係 ３ 町税及び税外諸収入金の納税事務に関すること 

 滞納処分及び徴収猶予事務    ○ 

納税証明書に関すること   ○  

 

④町民生活課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

戸籍住民係 

  

１ 戸籍、住民基本台帳に関すること 

 戸籍届出の受理   ○  

住民登録に関すること   ○  

戸籍等証明書、住民票等の発行に関

すること 

  ○  

２ 印鑑登録に関すること 

 印鑑登録、印鑑登録証明書の発行   ○  

３ 埋火葬の許可に関すること  

 火葬許可書の発行   ○  

４ 旅券事務に関すること 

 パスポートの発行   ○  

５ 国民年金に関すること 

 国民年金の相談に関すること    ○ 

６ 自動車臨時運行許可に関すること 

 臨時運行許可書の発行   ○  

住民活動係 ７ 地域集会所に関すること 

 地域集会所の維持管理業務   ○  

清掃センタ

ー管理係 

８ 清掃センターに関すること 

 一般廃棄物処理業務   ○  
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

生活環境係 ９ し尿処理及び廃棄物処理に関すること 

 委託先・受け入れ先との協議 ○    

災害ごみの保管場所確保  ○   

計画収集ゴミの保管場所確保  ○   

簡易トイレ確保 ○    

10 墓地及び葬斎場に関すること 

 委託先との協議 ○    

周辺町村との協議  ○   

11 公衆浴場に関すること 

 受け入れ先、交通手段の確保   ○  

12 清掃センターとの連絡調整に関すること 

 委託先との協議 ○    

13 十勝圏複合事務組合に関すること 

 ごみ受け入れ先との協議 ○    

14 その他 

 避難所ペット関係 ○    

疫病予防除染関係   ○  

保険係 15 国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること 

 国民健康保険資格管理業務   ○  

16 国民健康保険税の減免に関すること 

 国民健康保険税減免等の業務    ○ 

17 乳幼児等医療費助成に関すること 

 乳幼児医療費資格管理業務   ○  

18 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療給付に関すること 

 重度心身障害者資格管理業務   ○  

ひとり親家庭等資格管理業務   ○  

19 後期高齢者医療保険に関すること 

 後期高齢者医療保険業務   ○  
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⑤保健福祉課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

福祉係 １ 社会福祉・障害者福祉・高齢者福祉に関すること 

 障害福祉サービス利用者の安否確

認 

  ○  

申請書類等の進達業務   ○  

２ 生活保護に関すること 

 生活保護受給者の安否確認   ○  

申請書類等の進達業務   ○  

３ 社会福祉法人及び社会福祉諸団体との連絡協議に関すること 

 社会福祉法人等との連携協議   ○  

４ 民生委員児童委員に関すること 

 民生児童委員連絡協議会との連絡

調整 

  ○  

５ 日本赤十字社に関すること 

 赤十字社北海道支部及び清水赤十

字病院との連絡調整 

  ○  

町赤十字奉仕団との連絡調整   ○  

６ 社会福祉施設の維持管理に関すること 

 老人福祉センターの運営管理   ○  

福祉館の運営管理   ○  

在宅支援係 ７ 在宅介護に関すること 

 地域包括支援事業に関すること    ○ 

居宅介護支援事業所に関すること  ○   

在宅福祉サービスに関すること  ○   

介護保険係 ８ 要介護及び要支援認定に関すること 

 要介護及び要支援認定業務    ○ 

健康推進係 ９ 予防接種に関すること 

 各種予防接種対策    ○ 

10 訪問指導に関すること 

 家庭訪問業務  ○   

感染症予防対策  ○   
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⑥子育て支援課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

児童保育係 １ 保育所・幼稚園の管理運営に関すること 

 保育所・幼稚園施設の維持管理   ○  

保育所・幼稚園の運営    ○ 

２ 学童クラブの管理運営に関すること 

 学童クラブの維持管理   ○  

学童クラブの運営    ○ 

子育て支援

係 

３ 育児相談に関すること 

 育児相談業務    ○ 

 

⑦農林課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

農政係 １ 農業生産振興に係る各種補助事業に関すること 

 補助事業に関する事務    ○ 

２ 農業関係制度資金に関すること 

 農業制度資金に関する事務    ○ 

３ 農業災害対策及び農作業事故防止に関すること 

 農業用施設の対策と防止   ○  

４ 農村生活改善に関すること 

 飲用水、浄化槽の確認  ○   

５ 農業関係機関及び団体との連絡調整に関すること 

 各団体との連絡調整   ○  

６ 内水面漁業に関すること 

 各施設の被害調査  ○   

７ 地域農業集団に関すること 

 地域農業集団との連絡調整    ○ 

畜産係 ８ 畜産に関する各種奨励、補助事業に関すること 

 補助事業等に関する事務    ○ 

９ 畜産団体に関する事務 

 畜産団体との連絡調整    ○ 

10 畜産伝染病予防に関すること 

 伝染病の調査   ○  
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

畜産係 11 家畜ふん尿の処理に関すること 

 ふん尿処理施設の被害調査   ○  

12 大中小家畜及び養蜂に関すること 

 養蜂の被害調査   ○  

13 バイオマスに関すること 

 バイオマス施設の被害調査   ○  

林務係 14 町有林の経営、管理及び計画に関すること 

 町有林の現状把握   ○  

15 林地開発行為、保安林に関すること 

 保安林の現状把握   ○  

農地整備係 16 土地改良事務に関すること 

 多面的機能支払交付金事務   ○  

17 土地改良財産に関すること 

 土地改良財産の管理    ○ 

18 国営土地改良事業の負担金対策に関すること 

 国営事業負担金償還事務    ○ 

19 国営土地改良事業に関すること 

 完了事業及び新規地区の事務    ○ 

20 道営土地改良事業に関すること 

 事業計画及び実施地区の事務   ○  

21 農業用施設の災害復旧に関すること 

 農地・農業用施設の被害調査   ○  

22 団体営土地改良事業に関すること 

 事業計画及び実施地区の事務   ○  

町営育成牧

場 

23 育成牧場の管理運営に関すること 

 預託牛の安否確認 ○    

24 育成牧場関係団体等の連絡調整に関すること 

 関係団体との連絡調整  ○   

25 育成牧場内の取り締まり及び保管に関すること 

 牧場現場職員の安否確認 ○    

施設内の被害調査、安全確認  ○   

緊急下牧等の対応   ○  
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⑧商工観光課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

商工労政係 １ 商工労政に関すること 

 商工業関係機関との連絡調整   ○  

２ 商業・工業の振興に関すること 

 中小企業近代化資金の融資の対応    ○ 

観光振興係 ３ 商工観光に関すること 

 観光関係機関との連絡調整   ○  

 

⑨建設課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

住宅都市係 １ 防犯灯及び街路灯の維持管理に関すること 

 防犯灯及び街路灯の維持管理業務    ○ 

２ 地下道の維持管理に関すること 

 地下道の維持管理業務    ○ 

３ 町営住宅・貸付住宅の維持管理及び修繕に関すること 

 町営住宅の維持管理業務   ○  

貸付住宅の維持管理業務   ○  

建築係 ４ 建築確認申請の委託業務に関すること 

 建築確認申請等受付業務    ○ 

土木管理係 ５ 道路、橋りょう及び普通河川の維持管理に関すること 

 道路、橋りょうの維持管理業務   ○  

普通河川の維持管理業務   ○  

６ 除排雪に関すること 

 除排雪業務  ○   

公園緑化係 ７ 公園、遊園地、広場及びパークゴルフ場等の維持管理に関すること 

 公園、パークゴルフ場等の維持管

理業務 

   ○ 

８ 観光施設の維持管理に関すること 

 観光施設の維持管理業務    ○ 
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⑩水道課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

業務係 １ 水道・下水道料金の賦課徴収に関すること 

 水道・下水道料金の賦課徴収    ○ 

２ 農業用水及び畑地かんがい用水施設使用料の賦課徴収に関すること 

 農業用水等の賦課徴業務    ○ 

施設係 ３ 水道・下水道施設の維持管理に関すること 

 水道・下水道施設の維持管理 ○    

４ 農業用水及び畑地かんがい用水施設の維持管理に関すること 

 農業用水施設等の維持管理 ○    

⑪学校教育課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

総務係 １ 学校教育関係財産の管理に関すること 

 学校施設の維持管理   ○  

学校教育係 ２ 学齢児童生徒の就学に関すること 

 児童生徒の就学手続き    ○ 

３ 教科用図書に関すること 

 教科書、教材の整備    ○ 

４ 学校安全に関すること 

 学校の安全確認業務    ○ 

５ 児童生徒の就学奨励及び援助に関すること 

 児童生徒の就学奨励及び援助業務    ○ 

６ 通学区域の設定又は変更に関すること 

 通学区域の設定・変更業務    ○ 

⑫学校給食センター 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

業務係 １ 給食センター施設及び食品衛生管理に関すること 

 給食センターの維持管理業務   ○  

２ スクールバス・町民バスの運行管理に関すること 

 スクールバス・町民バスの運行管

理 

  ○  
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⑬社会教育課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

社会教育係 １ 所管する社会教育施設の設置及び管理運営に関すること 

 社会教育施設の管理運営    ○ 

２ 他係に係る社会教育施設及び関係機関との連絡調整に関すること 

 関係機関との連絡調整    ○ 

スポーツ係 ３ 所管するスポーツ施設の設置及び管理運営に関すること 

 スポーツ施設の管理運営    ○ 

４ 他課に係るスポーツ施設の設置及び管理運営に関すること 

 関係機関との連絡調整    ○ 

５ 学校体育施設の開放に関すること 

 各学校との転落調整    ○ 

⑭図書館 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

業務係 １ 移動文庫及び移動図書館に関すること 

 関係関東の連絡調整    ○ 

⑮御影支所 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

総務係 １ 戸籍、住民基本台帳に関すること 

 戸籍届出の受理   ○  

住民登録に関すること   ○  

戸籍等証明書、住民票等の発行   ○  

２ 印鑑登録に関すること 

 印鑑登録、印鑑登録証明書の発行   ○  

３ 埋火葬の許可に関すること。  

 火葬許可書の発行   ○  

４ 旅券事務に関すること。 

 パスポートの発行   ○  

５ 国民年金に関すること 

 国民年金の相談に関すること    ○ 

６ 自動車臨時運行許可に関すること 

 臨時運行許可書の発行   ○  
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部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

総務係 ７ 防犯・交通安全に関すること 

 防犯・交通安全業務  ○   

８ 国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること 

 国民健康保険業務    ○ 

後期高齢者医療保険業務    ○ 

９ 乳幼児医療費助成に関すること 

 乳幼児医療費業務    ○ 

10 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療給付に関すること 

 重度心身障害者医療給付業務    ○ 

ひとり親家庭等医療給付業務    ○ 

11 社会福祉・障害者福祉・高齢者福祉に関すること 

 申請書類等の進達業務    ○ 

12 税その他歳入金の収納及び会計管理者の命による小口支払いに関すること 

 収納及び支払い業務   ○  

13 教育委員会及び農業委員会から委任された事務に関すること 

 教育委員会等から委任された業務    ○ 

14 農村環境改善センターの維持管理に関すること 

 農村環境改善センターの維持管理   ○  

15 世代間交流センターの維持管理に関すること 

 世代間交流センターの運営管理   ○  

⑯議会事務局 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

総務係 １ 議事堂の管理及び取締りに関すること 

 議事堂施設の維持管理   ○  

⑰出納課 

部 署 業 務 内 容 
３時間

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間

以内 

出納係 １ 町税等の口座振替納付に関すること 

 口座振替納付業務   ○  

２ 現金の保管及び出納に関すること 

 現金の保管出納業務   ○  

３ その他出納事務に関すること 

 その他出納業務   ○  
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第５章 業務継続計画の継続的な改善 

 

 １ 計画の継続的改善 

 

 本計画のより適切な運営を図るため、組織機構の改正、業務内容の変更、施設整備の

変更等があった場合に必要な改訂を行うほか、訓練等の実施、検証を通じて、新たな課

題の洗い出しや非常時優先業務の見直しなど、課題の解消に向け、必要な改善を加える

とともに、内容の充実化を図り、継続的に災害対応力の実効性を確保し高めていくこと

とする。（図３） 

 

 Plan（計画） 

               計画の策定 

 

 

   Act（改善）         計画の Do(実行) 

計画の改訂・見直し     実効性を高める      訓練等の実施 

 

 

Check（評価） 

点検・検証 

 

 

図３  ＰＤＣＡサイクルによる継続的改善 
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